
資・短 1-2 組合員の資格取得・異動・資格喪失等に伴う手続き 

- 資格・短期 3 - 

第２節 組合員の資格取得・異動・ 

資格喪失等に伴う手続き 
 

１ 組合員の資格取得 

組合員になったときは、「表１ 人事異動等に伴う提出書類」の採用・転入欄に掲げ

る書類を「３ 事務処理上の留意事項」を参照の上作成し、公立学校共済組合静岡支部資

格担当へ提出し、組合員証の交付を受けてください（年度当初の場合は、「人事異動に伴

う提出書類チェックリスト」を表紙として提出してください）。 

 

２ 組合員の異動、退職、転出 

所属所異動、退職、他の共済組合への転出等の場合には、「表１ 人事異動に伴う提

出書類」の該当欄に掲げる書類を「３ 事務処理上の留意事項」を参照の上作成し、資格

担当へ提出してください（年度当初の場合は、「人事異動に伴う提出書類チェックリスト」

を表紙として提出してください）。 

 

３ 事務処理上の留意事項 
(１) 組合員資格取得届書 

ア 組合員・船員組合員資格取得届書（施行規程別紙様式第13号）を１部提出してく

ださい。 

イ 異動区分欄の該当箇所に○印を附すとともに、異動区分コード欄にそのコードを

記入してください。 

ウ 給与支払区分欄は、該当箇所に○印を附してください。 

エ 基礎年金番号及び互助団体への加入状況を記入してください。 

オ 添付書類 

(ア) ｢表１ 人事異動に伴う提出書類｣の異動区分に応じた書類を添付してください。 

(イ) その他 

ａ 船員組合員の資格を取得したときは、乗船履歴表を添付してください。 

ｂ 常時勤務に服することを要しない者の場合には、職員調書を添付してください。 

ｃ 他県の公立学校からの転入の場合には、（２）の組合員異動報告書（他県公立

共済からの転入用）を提出してください。 

 

様式名      組合員・船員組合員資格取得届書  記載例 

            施行規程別紙様式第13号 
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(２) 組合員異動報告書 

ア 組合員異動報告書（運営規則別紙様式第1号、第1号の２）を1部提出してください。 

イ 異動区分(他県の公立学校等からの転入、退職、転出、給与支弁者を異にする異動

等)ごとに別紙としてください。 

ウ 組合専従者になる場合又は組合専従者でなくなる場合については、当該教職員組

合において組合員異動報告書を提出してください。(各支部専従者については提出不

要です。) 

エ ｢表１ 人事異動に伴う提出書類｣の異動区分に応じた書類を添付してください。 

 

様式名  組合員異動報告書（他県公立共済からの転入等異動用） 記載例 

        運営規則別紙様式第１号  

組合員異動報告書（退職・転出等異動用）       記載例 

        運営規則別紙様式第１号の２  

 

(３) 組合員転入届書 

組合員転入届書（運営規則別紙様式第2号）を1部提出してください。(公務員以外の 

年金制度からの異動の場合は、提出不要です。) 

船員組合員の場合は、様式の上部余白に「船員」と記入するとともに、乗船履歴表 

を添付してください。 

 

様式名      組合員転入届書  記載例 

            運営規則別紙様式第２号 

 

(４) 組合員転出届書 

組合員転出届出書（運営規則別紙様式第3号）を1部提出してください。(公務員以 

外の年金制度への異動の場合は、提出不要です。) 

様式名      組合員転出届書  記載例 

            運営規則別紙様式第３号 

 

(５) 被扶養者認定・取消申告書 

ア 被扶養者としての要件を備える者がある場合に、被扶養者認定・取消申告書（施 

行規程別紙様式第15号）を1部提出してください。 

イ 配偶者のみ、基礎年金番号欄に配偶者の基礎年金番号を記入するとともに、 

(10)国民年金第3号被保険者該当届書を併せて提出してください。 
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ウ 他の共済組合又は他県の公立学校からの転入者の場合、特別認定に係る者の添 

付書類は、他の共済組合又は他支部において交付されていた組合員証及び被扶養 

者証の写しをもって代えることができます。 

エ 詳細は「第４節 被扶養者の認定と取消の手続」を参照してください。 

様式名      被扶養者認定・取消申告書  記載例 

            施行規程別紙様式第15号 

 

(６) 組合員証等記載事項・個人口座変更申告書 

次の場合、組合員証等記載事項・個人口座変更申告書（運営規則別紙様式第４号）を 

１部提出してください。 

ア 住所変更の場合 

組合員証等を共済組合に提出する必要はなく、各所属所において新住所を組合員

証等に記入し、申告書のみ1部提出してください。 

また、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者については、別途国民年金第３号被保険

者としての住所変更手続きが必要となります（第５節を参照してください）。 

なお、静岡県内の市町の合併に伴って住所変更があった場合で、郵便番号及び町

域（字）名以後のいずれも変更とならないときには、申告は不要とします。（静岡

支部において一括データ変換を行います） 

静岡県内の市町合併に伴う例 

ﾊﾟﾀｰﾝ 郵便番号の変更 市区町名の変更 町域(字)名以後の変更 申告書の提出

１ あり あり あり 要 

２ あり あり なし 要 

３ なし あり あり 要 

４ なし あり なし 不要 

イ 氏名・性別又は生年月日変更の場合 

組合員証等を添付の上、申告書を1部提出してください。 

ウ 個人口座変更の場合 

  申告書のみ1部提出してください。 

様式名      組合員証等記載事項・個人口座変更申告書  記載例 

            運営規則別紙様式第４号  

 

(７) 組合員・被扶養者現況表 

ア 所属所異動の場合に、前所属所より送付を受け保管してください。 

イ 完全退職、他県の公立学校等及び他の共済組合への転出の場合は、所属所におい 

 て処分してください。 

様式名      組合員・被扶養者現況表（見本） 
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(８) 年金加入期間等報告書 

ア 年金加入期間等報告書（施行規程別紙様式第10号）を１部提出してください。 

イ 年金加入期間等報告書は、組合員資格取得届書又は組合員異動報告書に添付して

ください。 

ウ 「年金加入期間」欄には、公立学校共済組合の組合員となるまでの年金制度の

加入期間等について、履歴順に次により記入してください。 

(ア) 「年金制度」欄は、該当する年金制度に○印を付してください。 

なお、地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合、

指定都市職員共済組合及び市町村職員共済組合の加入期間については、「地共

済」に○印を付してください。 

また、旧農林漁業団体職員共済組合法、旧公共企業体職員等共済組合法、恩給

法、退職年金条例、旧市町村職員共済組合法、共済条例の適用を受けていた期

間については、「その他」に○印を付するとともに、これらの法令の名称を「備

考」欄に記入してください。 

(イ) 国民年金の第１号被保険者期間(参考①)がある場合は、「勤務先等」欄に、例

えば「学生」、「フリーター」、「自営業」、「パート」、「無職」等と記入してくださ

い。 

(ウ) 国民年金の第３号被保険者期間がある場合は、「勤務先等」欄に「被扶養配偶

者」と記入してください。 

エ この「年金加入期間等報告書」には、履歴書を添えてください。 

オ 出向等により退職することなく他の地方公共団体等の職員となった場合には、

その出向等の日をそれぞれ前の勤務先の「退職年月日」欄及び後の勤務先の「就職

年月日」欄に記入するとともに、共済組合の名称を「備考」欄に記入してください。  

カ 「年金未加入期間等」欄には、20 歳以上の期間のうち年金未加入期間又は国民

年金の未納期間がある場合は、その期間の始期を「就職年月日」欄に、終期を「退

職年月日」欄に記入してください。 

また、「勤務先等」欄には、例えば、「学生」、「フリーター」、「自営業」、「パー

ト」、「無職」等と記入してください。 

キ この年金加入期間等報告書を提出した後に国民年金の保険料を追納した場合に

は、年金加入期間等報告書を再提出してください。     

参考： 国民年金の被保険者は、次の３種類に区分されています(国民年金法第７ 

条第１項)。          

① 第１号被保険者  

  日本国内に住所のある 20 歳以上 60 歳未満の人で、次の②又は③に該

当しない方が該当します。 
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② 第２号被保険者         

  厚生年金保険の被保険者、公務員の共済組合の組合員又は私学共済制

度の加入者が該当します。 

③ 第３号被保険者         

第２号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人が

該当します。         

ク 前歴は公務員の期間及び民間企業などの期間等すべて記入してください。 

 

様式名      年金加入期間等報告書  記載例 

            施行規程別紙様式第10号  

 

(９) 履歴書 

ア 県費組合員は所属所にて保管している履歴書（別表含む）の写しに、市町費組

合員は各市町条例で定めるところの履歴書（期末手当等の額が記載されたものを

含む）の写しに、所属所長の奥書証明をしたものを提出してください。(Ｂ４版は

Ａ４版に縮小コピーしてください。) 

  なお、履歴書には最新の発令（年度末人事異動の場合3/31又は4/1の発令）まで

を記載した上でコピーしてください。 

イ 複数枚になるときは、所属所長印により割印を押してください。 

 

(10) 国民年金第３号被保険者資格取得届 

ア 新規採用者又は転入者のうち、被扶養者としての要件を備える配偶者がある場

合、被扶養者認定・取消申告書に添付してください。 

イ 配偶者の「基礎年金番号通知書」の写し等、基礎年金番号が記載されている書

類を添付してください。 

ウ 詳細は「第５節 国民年金第３号被保険者の手続について」を参照してください。 

 

様式名      国民年金第３号被保険者資格取得等届  記載例 

 

(11) 国民年金第３号被保険者資格喪失者 

被扶養者の認定を取り消された配偶者は、就職により社会保険等の被保険者とな 

る場合を除いて、お住まいの市区町村の国民年金担当課で所定の手続きを行ってく 

ださい。 
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(12) 職員の身分に関する証明書兼負担金納入確約書 

市町費職員のみ職員の身分に関する証明書兼負担金納入確約書（支部様式第13号） 

を１部提出してください。 

 

様式名      職員の身分に関する証明書兼負担金納入確約書  記載例 

            支部様式第13号  

 

(13) 受給資格証明書 

ア 組合員証交付前に医療機関等において治療等を受ける場合は、所属所に配布し

てある受給資格証明書(支部様式第６号の２)を交付してください。 

  なお、新たに被扶養者の認定申告をしている組合員に交付する場合にあっては、

事前に認定の可否及び認定日を静岡支部に確認の上、処理してください（この場

合、証明書の証明日は認定日以後となりますので特に注意してください）。 

イ 交付にあたっては、次の事務処理をしてください。 

(ア) 受給資格証明書交付簿(支部様式第６号)に組合員氏名・発行理由(下記(イ)

参照)・請求日を記入し、決裁後、該当組合員に「受給資格証明書」を交付し

受領印を徴してください。 

(イ) 受給資格証明書交付簿の発行理由欄は、次のうち該当する記号を記入して

ください。 

＜発行理由＞ 

  組合員資格取得手続き中…ア 

  被扶養者認定・取消申請中…イ 

  組合員証再交付申請中…ウ 

  組合員証検認中…エ 

  その他…オ（理由を付記してください） 

(ウ) 受給資格証明書に必要事項を記入してください。 

なお、記入した内容を訂正した証明書は無効ですので、受給資格証明書交

付簿の該当欄に「書損破棄」と記入の上、破棄してください。 

(エ) 受給資格証明書は、有効期間の満了（交付から1ヵ月後）により無効となる

ことから、回収は不要とします。 

ウ 受給資格証明書用紙の管理 

(ア) 受給資格証明書が破損等により使用不可能となった場合は、受給資格証明書 

交付簿の該当欄に「破損破棄」と記入してください。 

(イ) 受給資格証明書及び受給資格証明書交付簿の用紙が不足した場合は、静岡支 

部に連絡してください。 
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(14) 委任状 

  委任状（支部様式第３号及び４号）は廃止しました。 

(15) 人事異動に伴う提出書類チェックリスト 

   年度当初に限り、人事異動に伴う提出書類チェックリストを次の区分ごとに、提

出書類の表紙として左上にホッチキスで留めて提出してください。 

  ア 資格取得届 … 該当者ごと 

  イ 異動報告書 … 異動の内容ごと（他支部からの転入者は該当者ごと） 

                    

 

 

 

 

様式名      人事異動に伴う提出書類チェックリスト 

 

 (16) その他共通事項 

ア 市町費組合員又は市町費職員とは、市町から給与を受ける者をいいます。 

イ 他の共済組合とは、文部省共済組合、地方職員共済組合、警察共済組合、市町

村職員共済組合、指定都市職員共済組合等で、私立学校教職員共済組合は含みま

せん。 

ウ 県費組合員の組合員証番号は、職員番号となります。 

 

人事異動に伴う提出書類 

   人事異動に伴う提出書類については、こちらのPDFをご覧ください。 

    表１ 人事異動等に伴う提出書類 

 
 

基礎年金番号について 
 
（１）「基礎年金番号」とは 

  20 歳以上のすべての者に国民年金の被保険者として、就職、転職、退職などによって、 
加入することになる国民年金、厚生年金、共済年金など公的年金制度が変わった場合でも、

共通して使用する個人ごとの番号です。 

ホッチキスで留める 

チェックリスト 

提出書類 
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  この番号は、年金業務の効率化と行政サービスの向上を図るため、平成 9 年１月に社会 
保険庁によって付番されたものです。 

  共済組合員には、「年金手帳」は交付されず、社会保険庁から国民年金第 2 号被保険者と 
して公立学校共済組合を経由し、平成 9 年３月に当時の所属所を通じて「基礎年金番号通 
知書」が配布されています。 
また、被扶養配偶者については、国民年金第３号被保険者として、社会保険庁から配布 

されています。 
なお、それ以後に資格取得した組合員及び被扶養配偶者については、それ以前の勤務先 

や国民年金（年金手帳は交付されています。）で付番された番号を共済組合に登録してあり 
ます。 
※ 資格取得時に 20 歳未満であった場合等で、「基礎年金番号」が付番されていない者に 
ついては、社会保険庁で新規に付番し、「基礎年金番号通知書」を、公立学校共済組合を 
経由し、所属所を通じて配布されます。 

（２）「基礎年金番号」の体系 

  10 桁の数字で４桁の記号と６桁の番号で構成されています。 
      （記号）     （番号） 

○ ○ ○ ○ ‐ □ □ □ □ □ □ 
 

（３）「基礎年金番号」が必要となるとき 

「基礎年金番号」は、次のようなときに必要となります。 
 ア 国民年金の被保険者種別の変更届出をするとき（被扶養配偶者（第３号被保険者）の

届出） 
 イ 共済組合を変わるとき（知事部局、市町村教育委員会、国立大学等へ転出、転入する

とき） 
 ウ 他都道府県の公立学校の教職員等になるとき（公立学校共済組合の支部が変わるとき） 
 エ 加入する年金制度が変わるとき（退職後に国民年金、厚生年金、私学共済組合などに

加入するとき） 
 オ 国民年金、厚生年金、共済年金等を請求するとき         など 
※ このように、「基礎年金番号」は、年金の請求だけでなく各種の届出に必要となる重要

な個人情報となるため、「基礎年金番号通知書」等は、本人が管理保管し、必ず自分の

番号を把握しておきます。 
（４）「基礎年金番号」がわからないとき 

  「基礎年金番号通知書」を紛失したときなど、「基礎年金番号」がわからないときには、 
「基礎年金番号通知書再交付申請書（共済組合用）」に記入押印し、最寄りの社会保険事務

所に提出してください。 
  なお、厚生年金及び国民年金の加入歴のある者・被扶養配偶者については、再交付対象

者でないため、最寄りの社会保険事務所に問い合わせをしてください。 
 
様式名  基礎年金番号通知書再交付申請書（共済組合用）  記載例 
 

 


